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配付資料一覧 
 

議事次第 

 

資料１－１  廃炉・汚染水問題に関する追加対策の概要（案） 

資料１－２  東京電力（株）福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水

問題に対する追加対策（案） 
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（内閣総理大臣入室） 

 

○ 菅内閣官房長官 ただ今から、第３３回原子力災害対策本部会議及び第

３回原子力防災会議の合同会議を開催いたします。 

本日の議題は、議事次第にある３つでございます。 

 

（議題1） 

 

○ 菅内閣官房長官 初めに、議題１「東京電力（株）福島第一原子力発電

所における廃炉・汚染水問題に対する追加対策について（案）」について、

茂木大臣から説明をお願いします。 

○ 茂木経済産業大臣 私から「福島第一原発における廃炉・汚染水問題に

関する追加対策」について御説明させていただきます。資料１－１を御覧

ください。 

福島第一原発の汚染水問題については、本年９月に「原子力災害対策本

部」で「基本方針」を決定し、①汚染源を「取り除く」、②汚染源に水を

「近づけない」、③汚染水を「漏らさない」という３つの方針の下、東電

任せにするのではなく、国が前面に立って必要な対策を実行してまいりま

した。さらに、年内に予防的・重層的な追加対策をとりまとめることとし

ておりました。 

今回とりまとめる追加対策は、国内外からの７８０件にのぼる技術提案

を踏まえ、「汚染水処理対策委員会」の専門的検討を受けて、資料のカラ

ー部分に示した「主な追加対策」、これらは①既に決定した対策が万一十

分な効果を発揮しない場合に備えた重層的な対策、②想定されるリスクに

備えた予防的な対策をまとめたものです。 

特に資料の下半分に赤字で示した、汚染水貯水タンクの増設については、

溶接型タンクの設置加速を進め、地震等に備えて各タンクを満タンにしな

くても汚染水を貯水できるのに十分なタンク容量を確保するため、官民を

挙げて可能な限り加速化する必要があります。 
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追加対策についても、港湾内の海水の浄化技術など技術的難易度が高く、

国が前面に立つ必要があるものについては、平成２５年度補正予算を活用

し、技術開発を進めていきたいと考えています。 

また、最後に残るトリチウム水の保管、処理について、あらゆる選択肢

について、総合的な評価を早急に実施し、対策を検討します。 

さらに、もう一つの課題である廃炉・汚染水問題に対する体制強化につ

いては、後程議題２の「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」で改

めて議論させていただきます。 

また、一番下段に記した風評被害対策として、対外的な情報発信も一層

強化します。 

以上の追加対策を、原子力災害対策本部の本部決定とし、引き続き政府

一丸となって廃炉・汚染水問題へ取り組んでいきたいと考えています。引

き続き御支援・御協力をお願いいたします。 

○ 菅内閣官房長官 ただいまの説明について、御意見・御質問等ございま

したら、よろしくお願いいたします。 

○ 岸田外務大臣 廃炉・汚染水問題を含む福島第一原発の状況については、

ＩＡＥＡを通じた発信を含め主体的かつ積極的に国際社会へ情報発信を行

ってまいります。 

また、福島第一原発における廃炉・汚染水への対応は、国内外の叡智を

結集して取り組む必要があり、ＩＡＥＡとの協力も重要です。外務省とし

ては、汚染水問題等に関するＩＡＥＡとの協力強化のため、補正予算を計

上しており、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。 

○ 田村厚生労働大臣 予防的・重層的な汚染水対策の実施は極めて重要で

すが、同時に作業者の放射線障害防止対策も適切に実施していくことが、

極めて重要です。 

厚生労働省としては、作業の実施に当たり、法令に基づく措置はもとよ

り、可能な限り被ばくを低減するための措置を実施するよう、継続して、

東京電力及び元請事業者に求めているところです。 

関係各省には、汚染水対策の実施にあたり、作業者の被ばく低減や適切

な労働時間管理に引き続き御配慮願います。 
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○ 太田国土交通大臣 汚染水対策については、汚染水処理対策委員会の大

西委員長を始めとする委員各位の御努力により大いに前進したと認識して

います。 

国土交通省としては、関係各方面からの要請も踏まえて、政府一丸とな

り取組みを進めることが重要と考えており、これまでも委員会に土木技術

の専門家を参加させるなど、技術的な協力を行ってまいりました。 

今後も国土交通省が有する技術力を活かして、必要な協力を行って参り

たいと考えております。 

○ 林農林水産大臣 今回、経済産業大臣をはじめとする関係各位の御努力

により、水産物の汚染低減に繋がる項目を含んだ多岐にわたる対策を策定

して頂き感謝しております。これらの項目が確実かつ迅速に実行されるよ

う期待しています。 

海産物の放射性物質濃度は、震災以降一貫して低下しており、福島県で

は試験操業の拡大に伴って本格操業への希望が広がっています。多核種除

去設備（ALPS）で処理した水の取扱いについての考え方は以前から申し上

げているとおりですが、まずは、今回策定された対策で、汚染物質の漏洩

量が低減され、漁業者を含む地元関係者がそれを納得できるようにして頂

きたいと考えております。 

○ 田中原子力規制委員会委員長 廃炉・汚染水対策については、政府を挙

げて取り組むべき重要な課題と認識しております。 

福島第一原発は、汚染水以外にも様々なリスクが存在します。このため、

サイト全体としてリスクが低減されるようバランスよく対策を行っていく

ことが必要です。 

海洋モニタリングについては、ＩＡＥＡの専門家による現地視察も踏ま

え、結果の透明性、客観性の確保に取り組んでいます。 

原子力規制委員会としても、安全性の向上に向け、具体的にどのような

ことが必要か、引き続き検討し、技術的に貢献していきたいと考えており

ます。 

○ 菅内閣官房長官 それでは、「東京電力（株）福島第一原子力発電所に

おける廃炉・汚染水問題に対する追加対策について（案）」について、案
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のとおり決定することについて、御異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 菅内閣官房長官 ありがとうございました。 

 

（議題2） 

 

○ 菅内閣官房長官 次に、議題２「原子力災害からの福島復興の加速に向

けて（案）」について、茂木大臣から説明をお願いいたします。 

○ 茂木経済産業大臣 「原子力災害からの復興加速」について、資料２－

１を御覧ください。 

まず、１ページ目です。政権交代以降、震災からの一日も早い復興、と

りわけ福島の再生に向け政権として全力を挙げて取り組んでまいりました。

まず、避難指示区域の見直しについてですが、本年8月には、１２市町村

全ての避難指示区域の見直しを完了し、福島再生は、新たなステージに入

ったところでです。 

その中で、図の左側にある線量水準の問題は、原子力規制委員会が、個

人線量を重視し、健康不安対策を充実させ、生活する中で長期的に年間１

ミリを目指すという方向性を打ち出しました。 

図の真ん中、賠償については、賠償審査会において、帰還、移住、双方

の賠償を追加することで検討が進んでいます。年内にはまとまる予定です。 

また、図の左側の汚染水問題については、９月に基本方針を決定し、先

ほど、直前の議題の中で予防的・重層的な追加対策を取りまとめました。 

本日は、こうした成果を踏まえた上で、福島復興の加速に向けた政府の

基本方針をとりまとめるものです。一番下のボックスにあるように、この

指針は、（１）「早期帰還支援と新生活支援の両面で福島を支える」、

（２）「福島第一原子力発電所の事故収束に向けた取組を強化する」、

（３）「国が前面に立って原子力災害からの福島の再生を加速する」、の

3つの柱で構成されています。 
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２ページ目を御覧ください。右の図にあるように、来春以降の避難指示

解除が見込まれる緑色の避難指示解除準備区域がある一方、放射線量の低

下に相当な時間を要する赤色の帰還困難区域があります。 

このうち、左上にあるように、避難指示解除準備区域などについては、

安全・安心対策を具体化し放射線の健康不安に応え、帰還のための賠償も

充実させます。また、新たな交付金制度により、地元自治体の帰還支援の

取組みを支援します。除染もスピードアップし、避難指示の解除と帰還を

具体化していきたいと考えております。 

一方、左下にあるように、帰還困難区域などについては、移住先での新

しい生活の選択も可能となるよう賠償を追加し、今後の生活設計ができる

環境を整えます。町内外の復興拠点を整備し、今後の地域づくりや除染の

取扱いなども検討してまいります。 

同時に、これらの地域に関しては、中長期、広域の視点で、地元ととも

に地域の将来像の検討を深めていきたいと考えております。 

３ページ目は、廃炉・汚染水対策ですが、議題１で説明した汚染水の追

加対策に加えて、廃炉・汚染水問題に取り組む体制を強化します。 

具体的には、国の司令塔機能を「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」に

統合・一本化します。また、廃炉推進に向け、内外の専門人材を結集した

新たな支援体制を構築することとし、廃炉支援業務と賠償支援業務の連携

の強化に向け、原賠機構の活用も含めて検討することとしたいと考えてお

ります。 

東京電力についても、廃炉・汚染水対策に集中して取り組めるよう、速

やかに社内分社化を行い、電力システム改革を踏まえ、発電・送配電・小

売事業の子会社化を行うことが必要である旨、明記したいと考えています。 

４ページ目を御覧ください。福島の再生には、賠償や除染・中間貯蔵な

ど、十分な資金的手当てなくしては進まない事業が数多く存在いたします。

福島の復興を滞りなく進めるために、国と東電の役割分担を事業及び資金

負担両面で明らかにしたいと考えております。この役割分担は、国民負担

を最大限抑制しつつ、電力の安定供給と福島の再生を両立するものでなけ

ればなりません。 
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まず、賠償については、引き続き、東電の責任において適切に行います。

放射性物質汚染対処特措法に基づき現在計画されている除染については、

原賠機構が保有する東電株式の売却益により回収を図ります。中間貯蔵施

設については、エネルギー特会から原賠機構に対し資金交付を行いたいと

考えております。 

これらの措置を講ずる上で、もちろん東電の改革は大前提となります。

東電には、分社化など電力システム改革を先取りして企業価値を高め、除

染などの費用相当分の早期回収と、国民負担の抑制を実現してもらいます。 

一方、東電による前例のない取組には、金融機関の一段の関与と協力も

不可欠です。この点も明記した上で、東電改革が政府による取組とあいま

って福島の再生を加速化することとしたいと考えております。 

最後に５ページ目を御覧ください。今後は、この方針に基づき、地元と

十分協議しながら、福島復興の道筋を具体化してまいります。まず、避難

指示の解除と早期帰還を実現し、あわせて、帰還困難区域を始めとした地

域については、中長期・広域の将来像の検討を進めてまいります。 

時間の都合もあり、関係各省の施策もまとめて御説明させていただきま

した。必要な補足があれば、お願いいたします。 

○ 下村文部科学大臣 文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会では、地元

自治体より頂いた御意見・御要望も踏まえ、住宅の賠償や、避難指示が長

期化した場合の賠償、避難指示解除後の賠償について議論を行っています。 

具体的には、 

・ 住民の方が帰還するために、住宅の修繕や建替えに必要な費用の賠償

や、避難指示の解除後１年間は精神的損害や避難費用の賠償を継続する

ことや、 

・ 移転先で新たな生活を開始する方々のために、住居の取得に必要な費

用の追加的な賠償や、見通しのつかない長期間にわたり帰還できないこ

とに対する精神的損害を一括で賠償すること 

などを検討しています。 

１２月２６日の次回審査会において、これらの内容を指針としてとりま

とめる予定です。本指針が、福島の原子力災害からの復興に資することを
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期待するとともに、私としても、被災者の方々の心に寄り添い、原子力災

害からの復興に全力を尽くしてまいる所存です。 

○ 根本復興大臣 廃炉・汚染水対策、除染、賠償といった原子力災害対策

は、福島復興の大前提。今般の原子力災害対策本部の決定により、国と事

業者の役割分担が明確化され、各対策が一層強化・加速していくことを、

強く期待します。 

復興庁としては、来春以降の避難指示解除という新たな段階を見据え、

関係省庁と共に、福島再生の加速化に全力を尽くす所存です。その際、福

島では、被災自治体によって直面する課題や実情が異なっていることから、

きめ細かく対応していく必要があります。 

このため、現在個別に実施している長期避難者支援から早期帰還までの

既存施策に、新たな施策を加えて一括し、より使い勝手のよい新たな交付

金として、今般、「福島再生加速化交付金」を創設することとしたところ

です。 

本交付金を、他の事業とも連携させつつ、福島再生を加速する原動力と

して位置付け、関係省庁と共に１日も早い福島再生を実現させてまいりた

いと考えております。 

○ 石原環境大臣 除染については、国直轄の計画を年内に見直しすべく、

調整を進めているところです。 

中間貯蔵施設については、去る12月14日に、地元に案を提示し、復興大

臣とともに受入れの要請を行いました。引き続き、地元に対し丁寧な説明

を行い、御理解を得られるよう尽力してまいります。 

関係各省におかれては、中間貯蔵施設等が立地する地域の生活支援策や

振興について御協力をよろしくお願いいたします。 

○ 田中原子力規制委員会委員長 本年３月の原災本部で、線量水準に応じ

て講じるきめ細かな防護措置の具体化を年内に行う方針が決定され、原子

力規制委員会は、科学的・技術的見地からの役割を十分に果たして欲しい、

との要請を受けました。 

このため、原子力規制委員会で検討を進め、国が帰還の選択をする住民

の放射線に対する不安と向き合っていくに当たり、個人線量を重視した上
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で、住民を身近で支える相談員の配置や、相談員を支える拠点の設置など

を提案させて頂きました。 

また、帰還の選択をしない住民の放射線に対する不安等にも応えていく

ことが必要であることを提起させて頂きました。 

先ほどの茂木大臣からの御説明は、こうした内容を取り入れて頂いてお

り、感謝いたします。 

福島の一日も早い復興に向け、引き続き関係省庁と連携させて頂ければ

と考えております。 

○ 菅内閣官房長官 それでは、「原子力災害からの福島復興の加速に向け

て（案）」について、案のとおり決定することについて、御異議ございま

せんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 菅内閣官房長官 ありがとうございました。 

 

（議題3） 

 

○ 菅内閣官房長官 次に、議題３「原子力防災対応の充実」について、順

次、説明をお願いいたします。 

○ 石原環境大臣 資料３－１に基づき、地域防災計画・避難計画等の充実

に向けた、これまでの取組と進捗について説明いたします。 

１頁目を御覧ください。９月３日の第２回原子力防災会議において、

「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」を決定しました。その後、立

地地域ごとに関係機関が参加するワーキングチームを設置し、政府を挙げ

て避難計画等の支援を進めております。 

この間、避難計画の基本的項目や、避難手段確保のための取組手順など、

各地域の共通的な課題への対応方針を、関係省庁で取りまとめました。 

地域ごとのワーキングチームでは、各地域の実情を踏まえた対応ができ

るよう、避難実施時の具体的な段取りなどを確認・設定する取組を進めて
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います。 

２頁目を御覧ください。現時点で、泊、福井、島根、伊方、玄海、川内

の６地域については、地域全体として避難計画が概ね具体化できました。 

今後も、避難計画が更に充実するよう、支援を継続してまいります。 

私からの説明は以上です。 

○ 黒木内閣府大臣官房原子力災害対策担当室長 それでは、内閣府原子力

災害対策担当室より、去る１０月の原子力総合防災訓練の実施結果につい

て、資料３－２に基づき説明させていただきます。 

別紙の写真にもありますように、今回の訓練では、多くの関係機関の御

協力の下、新たな原子力防災の枠組みの実効性を確認いたしました。 

訓練の実施過程では、新たな住民防護措置の枠組みに関し、関係者間で

の更なる理解の浸透が必要であることなど、数多くの課題・教訓を得まし

た。 

こうした課題・教訓を今後の取組に反映させるとともに、訓練等を通じ

て継続的に検証してまいります。 

私からの説明は以上です。 

○ 菅内閣官房長官 ただいまの説明について、御意見・御質問等ございま

したら、よろしくお願いいたします。 

 

（なし） 

 

○ 菅内閣官房長官 ありがとうございます。最後に、安倍総理から御発言

をお願いします。ここで報道関係者が入りますので、少々お待ちください。 

 

（報道関係者入室） 

（締めくくり挨拶） 

 

○ 安倍内閣総理大臣 福島の復興なくして日本の再生はありません。いま

だに避難生活を余儀なくされている１４万人を超える原子力被災者の方々

に一日でも早く、生活再建を果たしていただくことが、我々の使命であり
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ます。このため、私自身、政権発足後、５度にわたり福島を訪問いたしま

した。 

福島再生については、本年８月にすべての市町村で区域見直しを終えた

ものの、全体の動きは遅れています。廃炉・汚染水問題の解決も、緒につ

いたところであります。 

こうした中で、従来の方針に沿った取組だけでは、住民の方々や地元自

治体が、将来に向けた新たな一歩を踏み出すことが難しい課題も明らかに

なってまいりました。与党からも、福島の復興に関する御提言をいただき

ました。 

このため、本日、 

・ 早期帰還支援と新生活支援の両面で福島を支える 

・ 福島第一原子力発電所の事故収束に向けた取組の強化 

・ 国が前面に立って福島の再生を加速する 

の３つの基本的な方向性を含めて、「原子力災害からの福島復興の加速に

向けて」を決定しました。 

関係閣僚は、今回の決定に従って、 

・ 避難指示の解除と帰還に向けた健康不安対策や除染・中間貯蔵施設の

取組の強化 

・ 新たな生活の開始に向けた賠償や復興拠点の整備等の拡充 

・ 廃炉・汚染水対策への予防的・重層的な対応 

・ 国と東電の役割分担の明確化 

といった重要課題に取り組み、地元と十分に協議しながら、被災者の生活

再建と関係自治体の再生の道筋を具体化していってもらいたいと思います。 

自治体の避難計画策定の支援に関しては、前回の私からの指示を踏まえ、

各地域において、自治体と国が連携して取組を進めた結果、全体として避

難計画の具体化が相当進んでいることを確認できました。 

引き続き、残された課題の解決に注力するとともに、地域の実情に合わ

せて、計画の更なる充実に取り組んでもらいたいと思います。また、その

実効性は、訓練により検証することが必要です。今後とも、こうした取組

を継続してまいります。 
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○ 菅内閣官房長官 報道関係者の方は御退出を願います。 

 

（報道関係者退室） 

 

○ 菅内閣官房長官 これをもちまして、第33回原子力災害対策本部会議・

第3回原子力防災会議合同会議を終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

以上 


